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<要  約>

 19世 紀 中葉 に イギ リスの生 命保 険会社 に よって 開発 され た簡易 生命保 険事業 は,創 設の 当初 か ら

一 定 の進 歩的 な性格 を有 してお り,低 所得 者層 に広 く受 け 入れ られ,種 々の 問題 を抱 え なが ら も,

20世 紀前 半 を通 じて発 展 を遂 げ た。 これ につ いて は,た とえば,W.ベ バI!ジ が,『 社 会保 険お よ

び関連 サー ビス』 の 中で,簡 易生 命保 険 の問題 点 を指摘 しつ つ も,そ の肯 定 的 な側 面 を的確 に指 摘

して い る。

 イギ リスの20世 紀 後半 の簡 易生 命保 険事 業 は,社 会保 障制 度 の発展,国 民所 得 の増加,銀 行振 替

制 度 の普 及,な どの要 因に よって,衰 退 の道 をた どる こ とに なっ たカ㍉ 人 口の高 齢化 が進行 して い

くなか で,集 金 制 が有 す る多様 な社会 的側 面 が高 齢者 のニ ー ズ と生 活事 情 に合 致 し,な お独 自の地

位 を確 保 してい る。

 これ に対 して,国 営事 業 として発展 を遂 げて きた 日本 の簡 易生 命保 険 は,民 営化 へ の途上 にあ り,

新 しい段 階 に到達 して い る。 また,フ ラ ンス で は,新 しい生 命保 険 契 約 募集 方 法 として のバ ン カ

シュ ランスが,20世 紀末 か ら注 目され る よ うに な り,そ の 重要性 を増 して きて い る。
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1.簡 易生命保険の誕生

 保険の現代的な存在意義 と本質 を解 明す るためには,そ の歴史を知 らな くてはならない。保険が

社会経済的制度であることか ら,保 険をめ ぐる諸問題は社会経済現象 として,し たが って歴史現象

として顕現する。保険についての歴史的研究が重要視 されるゆえんである。第2次 世界大戦後,日

本 を含む多 くの国々にとって,福 祉国家 ・福祉社会 ・社会保障 ・社会福祉 ・医療サー ビスなどのあ

り方に関す る一つのモデルであったイギリスは,同 時にまた簡易生命保険のみならず,近 代的な保

険制度発祥の国でもあ り,イ ギ リスにおいては,19世 紀後半か ら20世紀前半 とりわけ第2次 世界大
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戦 勃 発 時 ま で,簡 易 生 命 保 険 は,共 済 と並 び,労 働 者 階 級 ・低 所 得 階 層 に とっ て の 中 心 的 な生 活保

障 制 度 と し て,き わ め て 重 要 な社 会 経 済 的 役 割 を担 っ て い た 。

 そ もそ も イ ギ リス （英語 ） に お け る簡 易 生 命 保 険 （industrial life insurance/assurance） の 原 義 は

「産 業/工 業 （労働 者 向け ）生 命 保 険 」 で あ る。 イ ギ リス の 簡 易 生 命 保 険 は,そ の 生 活 水 準 ・所 得 水

準 の低 さが 原 因 とな り,生 活 保 障 なか ん ず く所 得 保 障 につ い て の 切 実 な ニ ー ズ を有 し なが ら も,民

営 普 通 生 命 保 険へ の 加 入 が 困 難 で あ っ た 労働 者 ・勤 労 者 と一 般 庶 民 に対 して,生 命 保 険 へ の加 入 を

容 易 な ら しめ た もの で あ り,19世 紀 中葉 に イ ギ リス の 民 営 保 険 会 社 に よ って 開発 され,本 格 的 に 販

売 さ れ る よ うに な っ た。 こ の会 社,プ ル デ ン シ ャ ル保 険 会 社 （Prudential Assurance Company） の

前 身 は,1848年 に 設 立 され た プ ル デ ン シャ ル 相 互 保 険 投 資 貸 付 組 合 （Prudential Mutual Assurance

Investment and Loan Association） で あ るが,共 済 組 合 と して で は な く,保 険 会 社 と して,最 初 に

簡 易 生 命 保 険 取 引 を行 っ た の は,1849年 に 設 立 さ れ た イ ン ダ ス ト リ ア ル ・ア ン ド ・ジ ェ ネ ラ ル

（lndustrial and General） 社 で あ っ た。 しか し,こ の会 社 は長 くは 続 か ず,ブ リテ ィ ッ シ ュ ・イ ン ダ

ス ト リア ル （British Industria1） 社 に 取 っ て代 わ られ,さ ち に,こ れ をプ ル デ ン シ ャル 社 が 買 収 し

た。 そ して1854年 に,同 社 は,10歳 超60歳 未 満 の 者 を対 象 に,従 来 と比べ,低 額 の保 険 金 額,固 定

した 少額 の 保 険料,集 金 人 また は代 理 人 に よ る保 険 契 約 者 の 自宅 で の週1回 の集 金,と い う新 し い

方 式 の保 険 の販 売 を始 め た。 簡 易 生 命 保 険 契 約 が最 初 に締 結 され た の は1854年11月13日,保 険金 が

                           1）

最 初 に 支 払 わ れ た の は1855年1月4日 の こ とで あ っ た,と い う。 プ ル デ ン シ ャ ル社 が 簡 易 生 命 保 険

の販 売 を開 始 した 当 初 は,新 商 品 に対 す る理 解 が社 会 に 充分 に 浸 透 して い なか っ た こ と,代 理 人 の

数 が 少 なか っ た こ とな どが あ り,必 ず し も急 速 な事 業 の発 展 をみ た わ け で は な い が,簡 易 生 命 保 険

が労 働 者 階 級 の 生 活 様 式 ・生 活 ニ ー ズ に 合 致 して い た うえ に,保 険会 社 や 共 済 組合 が 積 極 的 な契 約

募 集 活 動 を展 開 した こ とに よ り,1880年 代 か ら20世 紀 に か け て,イ ギ』リス の簡 易 生 命 保 険 は 急 速 に
         2）

普 及 ・発 展 して い っ た。

2.簡 易生命保険の特徴 と問題点

 19世紀後半の簡易生命保険と普通生命保険の最大の相違点は,保 険料支払い方法にあった。簡易

生命保険では,2ヶ 月未満,通 常は1週 間の間隔で,保 険加入者の 自宅 を訪問す る集金人または代

理人によって保険料が徴収 された。 これに対 して普通生命保険の保険料支払い方法は,4半 期払い,

半年払い,年 払いで,毎 週支払われる賃金で生活を支えていた労働者とその家族に とって,普 通生

命保険に加入す ることは事実上不可能であった。 このほか,簡 易生命保険の歴史的な特徴 として,

1）Wilson and Levy（1937）p.37.

2）Johnson（1985）pp.16-19.（ 真 屋 （1997）208-211ペ ー ジ 。）
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              3）
次の諸点をあげることができる。

 （1）加入に際 して被保険者の健康診断が行われない無診査保険であったこと。

 （2）加入に際 して被保険者の同意を必要 としなかったこと。

 （3）最高保険金額が設定 された小 口保険であったこと。

 （4）利益配当を受ける権利のない無配当保険であったこと。

 19世紀後半のイギリスにおいては,家 族 ・近親の死に際し,可 能な限 り派手な葬儀を行 うことが,

階級の上下 を問わず,一 種の社会現象 として一般化 してお り,少 な くとも世間並みの埋葬 ・葬祭 を

行 うことが,独 立 した市民 として地域社会で生活してい く上での,必 須に して最低の条件 となって

いたために,資 力の限られている労働者 も,家 族 ・近親の葬祭費用だけは,あ らか じめ準備 してお

く必要があった。けっして合理的 とはいえない,こ うした当時の慣習に対 しては,多 くの中流階級

に属す る人々,と りわけ社会改良家 ・社会評論家 などか らの批判が集中 したが,改 まることはな

か った。急速な簡易生命保険の発展の陰には種々の問題があ り,19世 紀末か ら20世紀前半にかけて,

多 くの論者が簡易生命保険事業のあ り方を厳 しく批判 している。
                                  4） 

たとえば,N.バ ルーは,簡 易生命保険の欠陥 として次の諸点をあげている。

 （1）簡易生命保険に関する法制上の繁雑さ。

 （2）簡易生命保険契約の失効率の高さ。

 （3）簡易生命保険の新契約手数料 ・事業費率の高さ。

 （4）簡易生命保険部門の保険料の普通生命保険部門への流用。

 （5）簡易生命保険を取 り扱っている会社の株主配当 ・役員報酬の高さ。

 （6）簡易生命保険会社の剰余金分配の不公平 さ。

 今 日では想像 もつかないことであるが,乏 しい生活費を切 り詰め,時 には健康 を犠牲にし,寿 命

を縮めてまで,簡 易生命保険の保険料 を準備 した り,何 がしかのささやかな貯蓄 をしたりすること

さZあ った。それだけに簡易生命保険に加入 しているということ,つ まり保険料の集金に集金人が

自宅 を毎週訪れるということは,一 種の社会的地位 を保持 していることの,近 隣の住民に対する証
    5）
でもあった。

 「すべての人々がその必要性 を認めている葬祭費用の準備 をす ることが 自然なかたちの出発点 と

なって,代 理人は,自 分の顧客に,さ らに他のそれほど緊要ではない目的のための保険 も勧誘す
6）

る。」 しかも当時における全般的な生活環境の劣悪 さ,生 活水準の低 さ,栄 養状態の貧弱さ,医 療

保障制度の未整備,な どの社会経済的な要因が,現 在 とは比較にならないほ どの乳幼児 ・児童の死

3）Social Insurance and A llied Services（1942）pp.249-250.（ 山 田 （1969）361ペ ー ジ 。）

4）Barou（1936）pp.53-82.（ 水 島 （1988）56-88ペ ー ジ 。）

5）Johnson（1985）pp.37-47.（ 真 屋 （1997）31-40ペ ー ジ 。）

6）Social Insurance and、411ied Services（1942）p.267.（ 山 田 （1969）385ペ ー ジ 。）
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亡率の高 さ,平 均寿命の短 さの背景にあ り,簡 易生命保険に対す る社会的ニーズは潜在的にも高

かった。イギリスの簡易生命保険は,主 として,こ うしたニーズに応えるものであ り,日 常的には

死亡保険 とか埋葬保険 と呼ばれていた。まさに 「簡易生命保険は,埋 葬保険 として,す なわち埋葬

という不可避的な出費を賄い,『受救貧民の死』 という侮蔑を死者 とその被扶養者が免れる手段 と
     7）
して発足した」のである。

 イギ リスの簡易生命保険が,主 として,こ うしたニーズに応えるための制度 として誕生 し,発 展

した背景には,簡 易生命保険が労働者階級の生活様式 ・生活ニーズに合致 していた ということも

あったが,そ れ以上に激 しい契約募集活動が行われたことにもよる。こうしたこ とか ら,W.ベ バ

リジも,ま た前述のバルー と同様の簡易生命保険批判を展開しているが,次 のような簡易生命保険
                  8）
の積極的 ・肯定的な側面 を評価 してもいる。

 （1）職員の再編成などによって管理費を減少 させ るために,断 固とした,し かも効果のある試み

  を取 り入れた。

 （2）保険料の払い込みが中断したときに払済保険に転換する方法 を認め,解 約返戻金の支払い も

  保険契約者に有利になるようにした。

 （3）法律上は株主だけが権利を有す る利益の一部 を契約者配当に回すなどして,契 約者 を優遇 し

  た。

 （4）葬祭費用の準備のほかに,各 種の目的のための保険や貯蓄に対するニーズを充足 した。

 （5）貯蓄の習慣 を助長 した。

 （6）外務員が,有 識な,し か も勤勉な市民 として,顧 客の相談相手 となり,仕 事を離れての種々

  のサービスを提供 した。

 さらにベバ リジは,簡 易生命保険の改革を提案 し,大 略,次 の ように述べている。

 「簡易生命保険団体の莫大な資金 となる保険料収入の一部は,か ろうじて生活が支えられる程度

の資力 しかない人々から出てお り,現 在でもこのような人々が出している。 （中略）所得が少なけ

れば少ないほど,一 般に埋葬保険にあてる割合は大 きくなっている。 （中略）

 失効する保険契約がおびただ しいとい う事実や社会調査の結果の資料か ら,簡 易生命保険の契約

量が多すぎることがわか る。 この契約過剰の原因は,職 員の利益や株主の利益のために業務 を拡大

しようとする圧力が内部的に強大なことにある。失効す る保険の一部は,絶 えず不安にさらされて

いる資力の乏 しい人々の生命保険においては,避 けられない ものである。かかる事実が,生 命保険

金額 を保険契約者の支払い能力の範囲内に留め るべ きであ り,ま た保険会社が営業利潤 をあげよう

という自然な願望か ら,二 重にも三重に も保険契約を結ぶように圧力を加える傾向があるが,そ う

したことを排除すべ きである,と す る所以である。（中略）

7）Ibid., p.266.（ 山 田 （1969）384ペ ー ジ 。）

8）Ibid., p.272.（ 山 田 （1969）393-394ペ ー ジ 。）
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 簡易生命保険の主要な目的である直接葬祭費用のための準備は,統 合 された強制社会保険に包含

されるべ きである。（中略）

 今 日,有 識者の聞では,こ れら政府独 占と私的競争 という二っの方法には,そ れぞれ適切な分野

があり,こ の両方法のいずれを選択す るかは,そ の業務の性格によるべ きものとされている。資力

の乏 しい人々の間で行われる生命保険は,競 争的な私的事業 とするよりは,む しろ公的サー ビスに

すべ きである,と い う提案は,簡 易生命保険の特殊 な企業上の性格に基づ くものである。すなわち,

この事業においては,自 由競争が契約過剰をもたらしたり,ま た売手の利潤追求が消費者に甚大な

危険を与えた りする。生命保険は他の商品 と同じ性格のものではない。保険加入者は,保 険契約締
                             9）
結時に,（変更不可能な）最終的な選択 をすることになるからである。」

3.簡 易生命保険に対す る歴史的評価

 イギ リスにおいては,1865年 に郵便局 を通 じて国営簡易生命保険事業 を開始 しているが,集 金制

を採用 しなかったこと,最 低保険金額 とそれに対応する保険料が当時の労働者の所得水準 を大幅に

上回っていたこと,積 極的な広告宣伝活動を展開しなかったこと,な どが原因で,労 働者階級の間

に浸透す ることなく,1928年 には事業 を停止 している。 この間の事情を,P.ジ ョンソン 『節約 と
                   10）
浪費』から摘記すると,以 下の とお りである。

 郵便局 を通 じて事業が行われた国営生命保険制度の経験は,集 金人の必要性 を最 もはっきりと示

していた。郵便局の生命保険は1864年 に制定 されたグラッドス トンの政府管掌年金法で法人格を与

えられ,1865年4月 に事業 を開始 した。この国営簡易生命保険は,16歳 か ら60歳 までの個人を対象

にした生命保険を提供す るもので,保 険料は郵便局へ直接払い込むことになっていた。集金制を採

用 しなかったことは別にして,こ の制度は,そ の対象 と目されていた大多数の労働者階級に属する

保険加入者にとって,ま った く不適切なものであった。 というの も,最 低保険金額が,大 部分の労

働者の経済力 を,ず いぶん上 回っていたか らである。その後,最 低保険金額 と最低加入年齢は引 き

下げられ,保 険制度が郵便貯金 と結び付け られたことによって,1年 中いっでも,い かなる金額で

あろうと,貯 金できるようになり,年 払い保険料が個人の口座か ら引き落 とされることになった。

一定の保険料に対する保険金額 には,郵 便局 と簡易保 険会社 との間でほ とん ど差がなかったが,郵

便局の保険加入者の掛け金支払いは60歳 で終了したのに対 し,プ ルデンシャル社 では75歳,他 の大

部分の保険会社では死亡時に支払いが終了 した。飾 り窓用の張 り紙が,す べての郵便局に,保 険制

度 を広告するために掲示 された。 しかし1年 間に発行 される保険証券の枚数が1000枚 を超えること

は滅多になく,し ば しば300枚 未満で,こ の制度が社会に訴える力は,明 らかにいつ も非常に限定

 9）Ibid., pp.274-275.（ 山田 （1969）396-398ペ ージ。）
10）Johnson（1985）pp.35-37.（ 真屋 （1997）29-31ページ。）
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されていた。郵便簡易生命保険推進調査委員会 は,1908年 に,広 告をもっと増や し,保 険料の週払

いを認め,そ の方法 として印紙保険料支払い帳に郵便切手を貼付 させ るように勧告 した。だが,そ

の結果 としての1914年 の新契約の：増加は一時的なものであったことが明 らかにされている。郵便局

の保険制度が1928年12月31日 に廃止されたときには,保 有契約件数9956件,保 険金額49万4536ポ ン

ドであった。同 じ日,簡 易生命保険会社の保有契約件数は7310万7970件,保 険金額 は11億1943万

6376ポ ン ドであった。郵便局の制度は,労 働者階級のための小 口保険を提供 してさえいなかった

一 平均保険金額は営利簡易保険よりも3-4倍 の多さで,郵 便局の保険 を購入 したのは 「低賃金

所得階層 よりも幾分上層の人々」であった。

 唯一明白な郵便局の制度の利点は60歳 で保険料支払いが終了することであったが,簡 易生命保険

に関す るパームア委員会は次のように指摘 している。「保険加入 申込者は,保 険料率 と保険金額に

注意を向け,自 分が生 き続けると仮定すると,い ずれにせ よ保険料 を40年 ないし50年 間支払 うこと

になる,と いう問題には考慮 を払わない。そして もし加入を勧められたならば,簡 単に加入するで

あろう。」 もちろん,こ の点が保険加入申込者に対 して示唆されることはけっしてな く,反 対に保

険会社は盛 り沢山な自社の制度についての戸別訪問用の賛辞を並べ立てた。保険代理人は保険契約

申込書に関してなされる多少の質問に快 く答 えるだけでなく,さ らに進んで顧客のために申込書に

必要事項を記載 しさえした。他方において,郵 便局の保険加入見込客 は,16項 目の 「根掘 り葉掘

り」 という調子の質問を含む,二 つ折 りのフールスキャップ判の申込書 を突き突けられた。そのう

え,郵 便局の広告印刷物 は,ブ リクスワース貧民救済委員会委員長によると,ま った く 「『庶民に

理解できる』言い回し」になっていなかった。 しか し国営制度 を運営 している公務員は,究 極的な

失敗の原因は広告不足または複雑 な申込書にではな く,代 理人がいないことにあったとい うことに

気付いていなかった。「われわれは,け っして大規模 な事業を行 っていたわけではない。その理由

は,け っして保険募集人または集金人を雇わなかったことにある。」郵便局が保険会社 と競争す る

ためには 「特別集金担当郵便配達人」 という手段 をもって大衆保険を引き受けなければならなかっ

たであろう。換言すれば,保 険会社 とまった く同二の制度を採用しなければならなかったであろう。

もっとも郵便局の制度は,こ れに対抗す るために設立されたのではあるが。

 第2次 世界大戦前のイギリスにおいて簡易生命保険が果たした社会経済的な役割については,以

上のように功罪相半ばすることを否定 しがたい。 というよりも,む しろ 「罪」の側面を重視す る論

者が多い,と いうほうが適切であるか もしれない。 しか し,も し簡易生命保険にそれな りの 「功」

の側面がなかったとするならば,な ぜあれほどの簡易生命保険の普及 ・発展が戦前のイギリスにお

いてみ られたのか,が あらためて問い直されなければならないであろう。前掲のジョンソンの著作

に代表される近年の社会経済史的な観点からの簡易生命保険の研究が,こ の間の事情 を詳細 ・綿密

に解明 している。ジョンソンによると,イ ギ リスの簡易生命保険は,社 会保障に代表 される公的生

活保障制度が,ほ とんどまたは充分 には整備 されていなかった時代において,保 険 としての本来的
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な機能である経済的保障の提供のみならず,当 時の労働者階級 ・低所得階層の生活のなかに新 しい

生活様式 ・生活文化 とも呼ぶべ きものを持ち込むことに成功 し,む しろ,そ の経済性 を超えた部分

において,広 範囲にわたる社会的支持 を勝ち得ていた,と い う歴史的事実に注目する必要がある。

 生命保険加入の理由 ・動機は人により異なるであろうし,必 ず しも唯一の理由 ・動機で生命保険

に加入す る人ばか りではないであろう。 しかし,生 命保険に加入する人 ・加入している人は,何 ら

かの生活危険 ・生活不安 を感 じてのことである,と はいえるであろう。第2次 世界大戦前のイギリ

スにおいては,死 亡一葬祭に関連する生活危険が非常に深刻で,1911年 に,イ ギ』リスで初めての社

会保険法が国民保険法 として制定 されるにいたるまでの過程 で,埋 葬保険 を社会保険 として実施す

べ きである,と いう強い主張がなされたほどであったが,こ の時点では,埋 葬保険すなわち簡易生

命保険は,既 にイギ リス中に普及 していた,と いえるほどの状況であった。そのため,国 民保険で

は,第1部 として健康保険が,第2部 として失業保険が実施されただけであった。ちなみに,1911

年当時の簡易生命保険会社 と共済組合の保有契約件数は,合 計4500万 件に達するほ どになってい
11）
た。1911年 のグレイ ト・ブ リテン （イングランド,ウ エイルズ,ス コットランド）の人口が4100万 人
12）
弱であったことか らすると,実 に驚 くべ き数値 といえよう。

 一方における,単 に経済的のみならず,社 会生活上深刻な生活危険の存在 と,他 方における,非

常に限定 された,場 合によっては,ほ とんど唯一 ともいえる利用可能な生活保障手段 としての簡易

生命保険の存在が,こ れほどの簡易生命保険の普及ぶ りをもたらした,と いえよう。 まさに第2次

世界大戦前のイギ リスにおける簡易生命保険の発展には,現 代人の尺度で測った是非 ・善悪あるい

は合理 ・非合理 とは別の次元での,社 会経済的な存在意義 と合理性があった,と いえよう。

4.簡 易生命保険の現況 と課題

 第2次 世 界 大 戦 後,イ ギ リス の 簡 易 生 命 保 険 は,社 会 保 障 ・社 会 保 険 ・医 療 サ ー ビス ・福 祉 サ ー

ビ ス な どの 発 達 と,労 働 者 階 級 の 生 活 水 準 の 向 上 な どに よ っ て,そ の 社 会 的 存 在 意義 が 縮 小 した,

とい わ れ る。 事 実,そ の 生 命 保 険 市 場 に お け る比 重 の低 下 と成 長 率 の 鈍 化 を経 験 して きて い る が,

見 方 に よ る と,依 然 と して イ ギ リス の簡 易 生 命 保 険 は,簡 易 生 命 保 険 に対 す る 固有 の ニ ー ズ を確 保

し,イ ギ リス 国 民 の 生 活 保 障 体 系 の な か に あ っ て独 自の 地 位 を保 持 して い る よ うに もみ え る。 とい

うの も,現 代 イ ギ リス の 簡 易 生 命 保 険 は,経 済 的 保 障 の 提 供 とい う保 険本 来 の 機 能 の 発 揮 に加 え て,

伝 統 的 な 集 金 制 を通 じて の対 人 サ ー ビ ス ・人 的 交 流 の 面 で,一 定 の 顧 客 層 ・支 持 層 を確 保 して い る

か らで あ る。

 た とえ ば,い まだ に 低 賃 金 労 働 者 ・低 所 得 者 の数 が 多 く,こ れ らの 人 々 に 集 金 制 が 好 ま れ る こ と,

11）Ibid., p.17.（真屋 （1997）209ペ ー ジ。）

12） Cook and Stevenson（1983）p.97.



 50        三 田 商 学 研 究

集金人が,仕 事 を離れての,労 働者家族や年金生活者 ・高齢者の助言者 ・友人にな りえていること,

などがその理由 とされる。 とりわけ 日本以上に核家族化が進行 しているイギリスの高齢者にとって

は,定 期的な集金人の訪問は,必 ずしも多いとはいえない社会 との接触 ・交流の機会であ り,と き

にささやかな楽 しみの一つでさえもある。集金人に とっても,効 率的とはいえないに しても,こ の

種の集金訪問は,新 しい顧客 を開拓する契機にもなりうる。伝統的な簡易生命保険の顧客獲得 方法

として,多 くの集金人は,ま ず第1に,既 婚者の家庭を訪問 して,彼 らを顧客 とし,そ の後,そ の

こども （たち）が結婚すると,さ らにその家庭 を訪問して,彼 らを顧客にしている。これらの顧客

のなかには,教 育水準が高まり,保 険についての理解 も進み,所 得 も一応の水準に達 している人々

が少 なか らずいるので,単 なる葬祭費用の準備 として,あ るいは小 口の貯蓄 としての簡易生命保険

に加入するだけでなく,同 一の保険会社や共済組合が提供 している簡易生命保険以外の保険に も集

金人を通 じて加入す る人々も多い。

 簡易生命保険の事業費率は今 日でも高 く,簡 易生命保険は,生 活保障手段 としての保険の利用方

法 として,け っして経済効率的 とはいえないが,集 金人と簡易生命保険加入者 ・顧客 との長期間に

わたる繋が りが,イ ギ リスの簡易生命保険 をして,今 日においても,な おその伝統的な社会経済的

意義 の発揮 を可能な らしめている,と いえよう。 ロン ドン ・アン ド・エディンバ ラ保険グループ

（London&Edinburgh Insurance Group） の 『保険マーケティング便覧』 （1988年）では,市 場環境が

変化するなかでの現代の簡易生命保険に関 して,「 直接販売一 家庭集金サー ビス」の見出しの も
                13）
とに,大 略,次 のように記述 している。

 家庭集金サービスは,時 代お くれで,非 効率 である,と 考えられている。 しか しながら,ま た別

の考 え方 もできる。つ まり顧客 との永続的な関係 を通 じて,家 庭集金サー ビス代理人は,顧 客の金

銭上のニーズを理解 し,簡 易生命保険以外の金融商品を,顧 客にとって快適な自宅で同時に販売す

るのに,も っとも適 した立場にいる,と 考えられる。多 くの他の保険代理人とは異な り,家 庭集金

サービス代理人は,顧 客から非常に高い信頼 を勝 ち得てお り,し ばしば公平な立場か らの金銭上の

助言を求められる。要するに,よ き家庭集金サービス代理人は,強 力かつ長期的な顧客 との関係 を

保持 してお り,こ れが,一 定の金融商品の販売に成功 を収め うる基礎 になっている。定期的な接触

によって,家 庭集金サー ビス代理人は,顧 客である家族の金銭上のニーズに絶 えず気 を配っている。

たとえば,代 理人は,そ の家族の息子がモー ター ・バイクを購入しようとしているとすれば,保 険

加入の手配 をする。家庭集金サー ビス代理人が,販 売成績をあげるために,顧 客のなかで将来的に

も最善の顧客になりそうな人々に,特 定の分野に特化 した保険会社の販売員 を紹介す ることが,ま

すます一般化 して きている。こうした紹介販売方法 を効果的に利用することによって,非 常に高い

販売成績をあげることが可能になる。

13）Dyer and Watkins（1988）pp.254-256.
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 簡易生命保険会社の販売組織には,伝 統的にデッビ ト （debit）として知 られる相互に独 占的な販

売受け持ち地域についての取 り決めがある。家庭集金サー ビス代理人は,受 け持 ち地域の顧客 「名

簿」をもつ,特 定の保険会社の,唯 一人の,特 定地域についての専属販売代理人である。デッビ ト

は,地 域別 ・地区別に構成されていて,基 本的には地理的に区分 された保険募集組織になっている。

家庭集金サー ビス代理人には,通 常,俸 給 と手数料が支払われる。俸給には,普 通,手 持 ちの顧客

「名簿」の厚さが影響 し,手 数料 は,新 契約件数 と契約継続件数を基準にして支払われる。かつて

は,保 険商品ごとに手数料の割合が異なり,こ れが販売努力を管理する一つの方法になっていた。

しかし現在では,保 険会社が,簡 易生命保険よりも普通生命保険の販売に,ま すます力を入れるよ

うになってきている。 しか も,金 融サービス法 （Financial Services Act） （1986年）によって,顧 客

に 「もっとも有益 な助言」を与えなければならないことにな り,こ うした傾向が一段 と強 くなって

きている。 というの も,普 通生命保険は,通 常,簡 易生命保険よ りも,投 資の観点か らすると,顧

客に とっての魅力が大 きいか らである。デ ッビトによって,家 庭集金サー ビス代理人は,顧 客 との

長期的な関係 を築こうとし,1回 限 りの販売 をしようとはしない。顧客か らみての家庭集金サービ

ス代理人に対する評価は,強 引に販売することによってではなく,よ きサー ビスを提供す ることに

よって高 まる。家庭集金サービス代理人の販売能力が劣っていたり,あ る分野の特定の商品の販売

のみが得意な場合 には,保 険会社は,そ の地域におけ る販売促進の機会 を失 うことになる。同様に,

代理人が他の保険会社に移れば,結 果的に販売が落ち込む可能性がある。 したがって,代 理人の質

が,保 険会社の販売成績向上にとって,何 よ りも大切になる。

 なお,こ の分野での長い伝統か らか,家 庭集金サー ビス代理人の労働組合加入率は非常に高 く,

とりわけ大規模 なプルデンシャル （Prudential）社やパール （Pearl）社 において高い。そ して家庭

集金サー ビス代理人の転職率 は,通 常,手 数料のみの保険募集人よりも,ず っと低 い。 しか しなが

ら,家 庭集金サービス代理人 と本社マーケティング ・販売担当スタッフとの間の指揮命令系統が,

しばしば長 く,両 者間の協力 ・情報伝達が必ずしも効果的に行われていないところに,問 題がある。

伝統的に,代 理人の訓練課程では,会 社 の管理手続 と商品知識が,マ ーケティング ・販売手続よ り

も重視 されてきた。新商品については,し ばしば地域 または地区のセ ミナーで紹介され,家 庭集金

サービス代理人が受ける訓練が増 えてはいるものの,少 なす ぎる,と の批判 もある。 しか し金融

サービス法が制定されたこともあ り,代 理人が受ける訓練は増加 している。

 その組織構造か らして,デ ッビトに欠員が生 じると,家 庭集金サービス代理人を補充 しなければ

ならない。採用は地方ごとに行われる傾 向があ り,各 地方の販売主任は,適 性 を備 えた欠員補充侯

補者 「待機名簿」の充実に努めている。成功すれば,高 い報酬 を獲得で き,そ れが新規採用者に

とっての魅力でもある,手 数料のみの販売員の採用 とは異なり,家 庭集金サー ビスを行 う保険会社

の代理人の報酬 は,最 高額 も平均額 もともに,ず っと低 くなる傾向がある。にもかかわらず,手 数

料のみの販売員が自営業者に近い性格 を有 しているのに対 し,代 理人が被用者である点が,あ る種
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の安心感にもつなが り,家 庭集金サービス代理人の欠員補充に際 し,さ まざまな経歴を有する人々

からの応募があることにもつなが っている。

 保険会社は,非 常に競争的な環境のなかで販売効率 をあげようとして努力 しているので,家 庭集

金サービス代理人に刺激誘因を与える必要がある。 ところが,そ れには多くの困難が ともなう。 と

りわけ代理人の労働組合加入率が高いこと,販 売員が俸給生活者的な性格 を持 っていること,被 用

者 としての地位が保障 されていること,そ して販売地域が保護されていること,す なわちデッビ ト

であることに,問 題がある。家庭集金サー ビスを行 う保険会社は,ま すます多 くの新商品が,そ の

分野に投入 されて きているので,い っそう困難に直面す ることにな り,訓 練の拡充,大 胆な採用方

法の導入,刺 激誘因の強化 を通 じての,新 しい販路の開拓が模索 されている。

 以上の ように20世 紀後半のイギ リスの簡易生命保険には,潜 在的な利点 とともに,明 白な短所 も

あるが,何 よりも顧客 との接触 と顧客の贔屓とが,簡 易生命保険会社 にとっての潜在的な価値ある

資産になってお り,必 ずしも積極的販売政策 をとらない簡易生命保険を取 り扱う中小保険会社 と長

い歴史を誇 る共済組合が,そ れぞれ独 自の顧客層を確保 して,社 会的存在意義 を保持 し続けて きた。

ただ し,日 本の簡易生命保険 とは,そ の量的側面において決定的に異なり,イ ギリスの簡易生命保

険は,法 制上の制約があるに しろ,今 日において も,ま さに小口保険そのものである。

 第2次 世界大戦後のイギリスでは,充 分 とはいえないにしろ,各 種の公的な生活保障制度の発達

によって死亡危険そのものはな くならないまで も,葬 祭に関連する経済的負担は,と りあえず軽減

され,ほ とんど除去 され もした。そして今,簡 易生命保険は,保 障 と貯蓄が合体 した,最 も手軽な

保険 ・金融商品の一形態,小 口集金制の養i老保険 と終身保険か らなるホーム ・サー ビス保険 （home

service business） として親 しまれ,イ ギ リス人の生活のなかに根づ いているが,こ こ10年 ばか りの

間にイギ リスの簡易生命保険は,著 しい衰退の危機に直面することになった。1990-2000年 に,普

通生命保険部 門の保険料収入が200%の 増加 をみたの とは対照的に,簡 易生命保険部門では保 険料

収入が45%減 少 している。イギ リス国内を対象にした生命保険事業における簡易生命保険の比重の

低下を保険料の面でみると,そ の比重は,1990年 の10%か ら,2000年 には2%に まで低下 している。

その背景には,簡 易生命保険の顧客層を取 り巻 く環境の変化,保 険会社 と消費者の双方に変化 を求

める事情があったか ら,と 推測 される。費用をかけて,相 対的に少額の保険料を集金 しなければな

らない簡易生命保険は,収 益性の悪い保険種 目といえる。そのため,1990年 代 に多 くの保険会社が
                   14）
簡易生命保険市場か ら撤退す ることになった。 イギリスにおける簡易生命保 険の事業概況 （2000
    15）
年 ：円換算）は,表1に 示す とおりである。

 また,イ ギリスの共済組合連合会 （Association of Friendly Societies）によると,イ ギリスにおけ

14） The Association of British Insurers（2002）p.28. Hansell（1999）p.40.

15） 以 下 の 資 料 を も と に筆 者 （真 屋 ） が 換 算 。The Association of British Insurers（2002）p.ll.総 務 省

 統 計 局 ・統 計 研 修 所 （2002）192ペ ー ジ。
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表1 イギリスの簡易生命保険の事業概況 （2000年）
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保有契約

件数 2669.3万 件

保険金額 2兆6925億 円

1件 当たり保険金額 10万 円

新契約

件数 9.5万 件

保険金額 428億2800万 円

1件 当たり保険金額 45万 円

（資 料 ）The Association of British Insurers（2002）.

表2 イ ギ リスの共 済組合 の 事業概 況 （zooo年）

保有資金 2兆5620億 円

契約件数 1065万 件

組合員数 577万 人

総 収 入 3883億 円

総 支 出 811億 円

総給付額 2440億 円

（資 料 ）The Association of Friendly Societies（2002）.

                 16）

る共 済 組 合 の 事 業 概 況 （2000年 ：円換 算 ） は,表2に 示 す とお りで あ り,も はや 昔 日の 面 影 は な い

が,い ず れ の 数 値 に 関 して も,1998年 以 降,大 き な変 動 は み られ な い。 な お,表2に 示 す 数 値 は統

計 処 理 上 の 制 約 が あ り,共 済 組 合 連 合 会 加 入 の 全 組 合 の 数 値 を合 計 し た もの で は な い。

 これ に対 し て,2003年 か ら 日本 郵 政 公 社 に よ っ て経 営 され る こ と に な っ た 日本 の 厂簡 易保 険 」 は,

無 診 査,月 掛 け,集 金 制 に 象 徴 され る簡 易 性 の 原 則 と,全 国 の郵 便 局 を 窓 口 と し,加 入 に 際 して職

業 選 択 を行 わ ず,小 口契 約 も引 き受 け る普 遍 性 の 原 則 を,基 本 的 に は守 っ て い る もの の,相 次 ぐ加

入 限 度 額 の 引 き上 げ で,加 入 限 度額 は,生 命保 険 会 社 の 扱 っ て い る個 人保 険 の1件 当 た り保 険金 額

とほ ぼ 同水 準 に な っ て い る。 諸 外 国 で は,今 日に お い て も簡 易 生 命 保 険 の 特 徴 の一 つ が 小 口保 険 あ

る い は最 高保 険 金 額 の 低 水 準 で の 設 定 に あ る とこ ろ か らす る と,た とえ ば,2000年 の保 有 契 約1件

当 た り保 険 金 額 に 関 して,イ ギ リス の10万 円 に対 す る,日 本 の258万 円 とい う数 値 は,日 本 の 「簡

易 保 険 」 が,国 際 比較 の 上 で の 簡 易 生 命 保 険 で は な くな っ て い る こ とを示 唆 して い る （表1,表3

参照 ）。 ま た,日 本 の 共 済 の発 展 ぶ りに も 目覚 し い もの が あ り,こ の 点 に 関 して も,イ ギ リ ス と 日

本 は対 照 的 で あ る （表2,表4参 照 ）。

16） 以 下 の資料 を もとに筆者 が換 算。The Association of Friendly Societies（2002）p.50.総 務 省統 計

  局 ・統計研 修 所 （2002）192ペ ー ジ。
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表3 日本の簡易保険の概況

年度末 保有保険

契約件数

（万件）

保険金額

（億円）

保有年金保険

 契約件数

 （万件）

年金額

（億円）

資金総額

（憶円）

2000 7962 205,7624 714 2,3275 120,8189

2001 7695 202,0727 733 2,4532 124,7618

2003 7264 194,1132 740 2,5416 124,0912

（資 料 ） 日本 郵 政 公社 （2003）。

表4 日本の共済事業の概況

2000年 度 2001年 度 2002年 度

会員数 （団体） 1,0772 1,2493 1,0219

組合員数 （万人） 6361 6448 6603

契約件数 （万件） 1,4247 1,4350 1,4493

共済金額 （億円） 1065,5484 1091,8698 1111,8076

受入共済掛金 （億円） 6,4347 6,6557 6,8039

支払共済金 （億円） 3,2514 3,2466 3,4767

総資産 （億円） 41,6019 43,6374 45,6814

（資料 ） 日本共 済協 会 （2004）。

   注 ：2000年 度 は61団 体 （18連合 会,43単 位 組 合 ） の事 業 概 況。

補 論 フランスにおけ る国有生命保 険 とバ ンカシュ ランス

（1）政 策 手 段 と して の 国 有 生 命 保 険              一

 フ ラ ン ス （フ ランス語 ） に お け る簡 易 生 命 保 険 （assurance vie populaire） の 原 義 は,イ ギ リス に

お け る そ れ とは 若 干 異 な り,「 大 衆/庶 民 （向 け）生 命 保 険 」 で あ る。 イ ギ リス で 簡 易 生 命 保 険 事 業

が 発 展 を遂 げ つ つ あ る こ ろ,フ ラ ン ス で は,ナ ポ レ オ ン3世 （Napoleon III）が 社 会 事 業 に 関 心 を

示 し,フ ラ ン ス で最 初 の 簡 易 生 命 保 険 事 業 が,1868年 に 創 設 され た死 亡 保 険 金 庫 （Caisse d'Assur・

ance en cas de Deces） に よ っ て始 め られ る こ とに な っ た が,民 間 の保 険会 社 は,簡 易 生 命 保 険 の 経

営 効 率 の低 さ,事 業 費 の 多 さ を懸 念 して,簡 易 生 命 保 険 に対 して は 消 極 的 な 姿 勢 を と り,事 業 に 乗

り出 さ な か っ た。1868年 に は,死 亡 保 険金 庫 に よ る簡 易 生 命 保 険 と並 ん で,同 年 に創 設 さ れ た 災 害

保 険 金 庫 （Caisse d'Assurances en cas d'Accidents） に よ る農 業 労働 者 ・工 業 労 働 者 を対 象 に した 労

働 災 害 保 険 事 業 も始 ま っ て い る。 こ の 時期 の フ ラ ン ス の 簡 易 生 命 保 険 で は,最 高 保 険 金 額 が定 め ら

れ て い た だ け で,保 険 料 の分 割 払 い は認 め ら れ て い な か っ た 。
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 こうしたことか ら,フ ランスにおいて少額の保険金額 と保険料の分割払いを特徴 とす る本格的な

簡易生命保険事業が開始 されたのは,1910年 にラ ・ポピュレール社 （la Populaire） とポピュレール

保険会社 （Compagnie d'Assurances Populaires） が簡易生命保険専門の会社 として設立された とき

であった。イギリスとは対照的に,フ ランスにおいて簡易生命保険の発達が遅れたのには,特 殊事

情があった。20世 紀初頭のフランスでは,カ ピタリザ シオン （capitalisation）が労働者や被用者の

支持 を得ていたため,簡 易生命保険の発達が阻害されていたのである。カピタ リザシオンは,貯 蓄

を目的にして,拠 出金 を,一 時に,ま たは分割 して支払い,一 定期 日に一定額の資金の給付 を受け

る,ま たは抽選 によって償還を受ける,と いう仕組みになっていた。そのほかに も,一 般大衆の無

知,官 僚的な統制に対する反感,契 約募集活動 を行 う保険代理人の欠如,な どもあり,簡 易生命保

険の普及は限られた範囲に とどまっていたのに対 し,国 営保険事業 としては,1850年 に法律が制定

され,1856年 に創設された老齢者退職年金金庫 （Caisse des Retraites pour la Vieillesse）は,一 応の

成果 を挙げていた。

 簡易生命保険が非常な発達を遂げるのは,大 手生命保険会社数社が簡易生命保険に関心 を示す よ

うになる第1次 世界大戦後のこととされる。その後,フ ランスでは,1940年 以降,簡 易生命保険が

発展を遂げることになるが,そ の半面において異常なまでの解約失効件数の多さが問題になり,顧
                       17）
客に対する保険教育の必要性が認識 されるようになる。

 第2次 世界大戦後,フ ランスでは,鉄 鋼,金 属,化 学,な どの基幹産業は除かれたが,石 炭,電

力,ガ ス,航 空,自 動車 （Renault）,銀行 （Banque de Franceと4大 預金銀行）,保 険 （34社）,な ど

を含む広範囲にわたる国有化政策が実施された。同時期,イ ギリスで展開された国有化政策が,基

本的に,赤 字企業の救済,国 内産業の育成,事 業規模の適正化などを目的にしていたのに対 し,フ

ランスにおける国有化政策は,フ ァシズムの根絶,ナ チス協力者の財産没収などの政治的要因を含

むものであ り,国 有化の範囲に銀行 と保険会社の一部 を含んでいた ところに,イ ギリスの国有化政
            18）
策 とは異なる特異性があった。保険の分野では,1946年 に制定された特定複数の保険会社国有化法

（Loi de nationalisation de certaines compagnies d'assurances） に基づ いて,保 険会社のうち11の グ

ループの支配下にあった生命保険会社10社 を含む34社 が国有化された。その結果,国 有保険会社の
                               19）
保険料収入は,フ ランスの保険会社全体 の6割 強を占めることになった。国有保険会社には,国 家

からの財政的保証,税 制上の優遇措置,独 占権,な どの特権は何 ら与えられず,民 営保険会社 と同

様に,保 険法に基づ く国家の規制 を受け,国 有保険会社間においても競争を求められ るなど,民 営
                                          20）
的色彩が きわめて強 く,国 営保険会社の出現が,保 険市場に顕著な影響 を及ぼすことはなかった。

17）Richard（ ユ956）pp.66-67,147-149,298.（ 木 村 ・大 谷 （1983）86-88,206-208,420-42ユ ペ ー

 ジ 。）

18） 玉 村 （1979）69-71ペ ー ジ 。

19）Wasow and Hill（!986）p.32.

20）Richard（1956）p.272.（ 木 村 ・大 谷 （1983）386-387ペ ー ジ。） 三 好 （2000）266-268ペ ー ジ。
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 1948年 以 降 は,国 有 保 険会 社 の業 績 が 好 転 しな い うえ に,国 有 化 に と もな う職 員 の 昇 格 や 定 員 増

に よ って 経 費 が 増 大 し,国 有 保 険会 社 の 合 併 と企 業 集 中 を促 進 す る必 要 が 生 じ るに い た り,そ の た

め の 法 的 な整 備 が 進 め られ た 。 こ う して,1968年 に,国 有 保 険会 社 は,AGF（Assurance Gener-

ales de France）, GAN（Group de Assurances Nationales）, UAP（Union des Assurances de Paris）,

MGF（Mutuelles G6n6rales Frangaises） の4グ ル ー プ に統 合 さ れ,グ ル ー プ 内 で の 合 併 が 進 め られ

て,国 有 保 険 会 社 は21社 に な る。 さ らに,1969-1970年 に は10社 （うち生 命 保 険会社 は4社 ）,1997

年 に は6社 （うち生命保 険会社 は2社 ）,に ま で 集 中 統 合 が 進 む が,合 併 は生 命 保 険 と損 害 保 険 の 兼

営 を認 め る もの で は なか っ た 。 一 連 の保 険 国有 化 政 策 の狙 い は,保 険独 占 ・保 険 国 営 に で は な く,

保 険産 業 の 再 編 成 に あ っ た 。 その 理 由 に は,国 際 的 要 因 と国 内的 な要 因 が あ る。 国 際 的 要 因 と し て

は,フ ラ ン ス の保 険 産 業 が,フ ラ ン ス 経 済 の 国 際 化,な か ん ず く ヨー ロ ッパ 共 同体 内 に お け る国 際

競 争 に 対 処 す る ため に,生 産 性が 高 く,強 力 な 国 際 競 争 力 を有 す る大 企 業 を 必要 と して い た こ とが

挙 げ られ る。 国 内的 要 因 と して は,国 有 保 険会 社 の 経 営 を合 理 化 し,内 部 留 保 され た剰 余 金 ・準 備

金 を利 用 して,財 務 的 健 全 性 を強 化 す る と同 時 に,増 資 に よ る担 保 力 の 強 化 を図 る必 要 が あ っ た こ

      21）
とが挙 げ られ る。

 1980年 代 後 半 に な る と,1986年 の 国 民 議 会 選 挙 で 保 守 派 が 勝 利 し,保 革 共 存 政 権 が 誕 生 し,国 有

企 業 民 営 化 の動 きが 活 発 に な り,UAPグ ル ー プ を皮 切 りに,順 次,国 有 保 険 会 社 が 民 営 化 され て

い っ た 。 そ の 背 景 に は,さ ら な る 国 際競 争 力 の 強 化 に迫 られ て い た こ と,そ して 国 有 保 険会 社 か ら

                        22）
の税 収 の 増 加 を期 待 で きな い こ とが あ っ た,と も され る。 その 後,フ ラ ン ス の保 険 市 場 に お い て は,

集 中化 が 進 む一 方 で,多 くの 外 資 系 企 業 の進 出 をみ る こ とに な り,一 段 と競 争 激 化 の様 相 を呈 して

い る。

（2）新 しい保険契約募集経路 「バンカシュランス」

 フランスは,2001年 の収入保険料でみると,ア メリカ,日 本,イ ギリスに次 ぐ生命保険大国 （表

5参 照）で,フ ラシスにおける保険契約の募集方法は多様性に富み,募 集機関 （募集人）相互の競

争 も激烈で,保 険仲立人 （courtier）,保険代理人,保 険会社 の被用者,な どを通 じての契約募集 と

いう伝統的な方法に加えて,相 対的に新 しい手法が開発 され,急 速に普及 してきている。新しい手

法 としては,2001年 の数値で,生 命保険契約の60%（1990年 には39%）,損 害保険契約の8%を 占め

ている,銀 行 および郵便局 を含む金融機関 を通 じての契約募集が非常に注 目され るが,郵 便 ・電

話 ・インターネッ トを通 じての直接募集 （direct marketing）,代 替的募集経路 としての大規模小売

店や 自動車会社 を通 じての契約募集 も,増 加の傾向にある。募集競争の激化によって,保 険仲立人

の活動領域が狭められる一方で,保 険会社 は一社専属保険代理人制度の見直しを迫ちれ,電 子商取

21） 三 好 （2000）170,266-267ペ ー ジ。

22）Wasow and Hill（1986）pユ99.
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表5 収入保 険 料で み た保 険 大国 （上位5ヶ 国 ：2001年 ：円換 算 ）
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日本 フ ランス ドイ ツ イ 判 ス 「 ア メ リカ

生 命 保 険 （2001年 ）1）

収入保険料 （兆円） 42.5 8.9 6.2 20.6 51.4

人 口1人 当 た り保 険料 （万 円） 33.3 15.1 8.0 30.5 18.5

GDPに 対する収入保険料の割合 （%） 8.9 5.7 3.0 10.7 4.4

損害保 険 （2001年）2）

元受収入保険料（兆円） 11.1 4.8 8.5 8.2 57.6

国民1人 当 た り保 険料 （万 円） 8.8 7.9 10.1 10.3 20.8

GDPに 対する元受収入保険料の割合 （%） 2.2 2.9 3.6 3.5 4.6

（資料）生命保険文化 センター （2003）,日本損害保険協会 （2003）,総務 省統計局 ・統計研修所 （2003a）,総務省統

   計局 ・統計研修所 （2003b）。

 注 ：1）生命保 険料については,上 記の資料 をもとに筆者が換算。

    日本の生命保険料 は民間生命保険 ・簡易保険 ・各種共済の合計値。

   2） 日本の損害保険料 には全国共済農業協 同組合連合会 の数値 を含む。

表6 フラ ンス にお け る契約 募集 経路 別の 収入保 険 料 の割合 （zoos年 ：%）

生 命保 険 ・カ ピタ リザ シオン 損害保険

店頭 （金 融機 関 ・郵 便局 ・財務省 ） 60 8

一社専属保険代理人 8 35

保険仲立人 9 18

給与制営業職員 17 2

直接募集型相互会社 一 34

直接募集 ・代替・的募集経路 6 3

（資 料 ）F6d6ration frangaise des societes d'assurance（2002）.

引の発展にともなう,新 しい情報技術の利用が,契 約募集活動のあ り方に変化をもたらしつつある。

また,地 方自治体 と政府を対象にした入札による保険契約の簡略化 と,公 的部門を対象にする市場

への中小保険会社の参入を助成す るための,新 たな法令が,2001年 から施行 されたことにより,ま

すます競争が激化す ることになった。こうした状況は,今 後,究 極的には電子情報交換 システムの
                      23）
いっそうの発展につながるものと予測されている。なお,フ ランスにおける保険契約募集方法別の

                    24）
収入保険料の割合は表6に 示す とお りである。

 フランスにおいては,生 命保険契約の募集方法 として,店 頭募集が圧倒的な比重 を占めている点
                                         25）

が,日 本 と は 決 定 的 に 異 な る 。 以 下,生 命 保 険 契 約 の 店 頭 募 集 に つ い て 若 干 補 足 し て お く。 フ ラ ン

23） Chance（1993）pp.97-101. Federation frangaise des societes d'assurance（2002）pp.57-59.

24） Ibid., p.57.

25） 以 下 の バ ン カ シ ュ ラ ン ス に 関 す る 記 述 は,次 の 資 料 に 負 う と こ ろ 大 で あ る 。SCOR（ パ リ） に お い

  て,2002年9月2日 に 実 施 し た 聴 き取 り調 査 の 際,同 社 のSara Fenelon女 史 か ら提 供 さ れ た 資 料/
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ス で は,1980年 代 に 入 り,保 険 契 約 の 店 頭 募 集 を象 徴 す る表 現 と して,保 険会 社 と銀 行 が 提 携 して

の 保 険 契 約 の 募 集 を 意 味 す る バ ン カ シ ュ ラ ン ス （bancassurance： 英 語 で はbankassurance/bank

insurance） とい う言 葉 が,他 の 国 々 に 先 駆 け て 使 用 さ れ る よ う に な っ た が,フ ラ ン ス の バ ン カ

シ ュ ラ ン ス に は,郵 便 局,財 務 省 を通 じて の保 険 契 約 の 募 集 が含 まれ て い る点 が,他 の 国 々 のバ ン

カ シ ュ ラ ン ス と比 較 す る と き,き わ だ っ た特 徴 を な して い る。 フ ラ ン ス のバ ン カ シ ュ ラ ン ス に は,

銀 行 の支 店 網 を通 じて の 保 険 契約 の 募 集 を意 味 す る狭 義 の バ ン カ シュ ラ ン ス と,銀 行 が 所 有 して い

る デー タベ ー ス を利 用 し て の 電 話 に よ る契 約 募 集 （telemarketing） と直 接 募 集 （direct marketing）

                  26）

を意 味 す る広 義 のバ ン カ シ ュ ラ ンス が あ る 。

 バ ン カ シ ュ ラ ン ス の 発 展 の 過 程 は3段 階 に 分 け られ る。 第1段 階 ・離 陸 期 （1975-1985年 ） は,

子会 社 あ るい は 協 力 会 社 を通 じて の,バ ン カ シュ ラ ン ス 方 式 に よ る保 険 契 約 の 募 集 が行 わ れ た だ け

の 時 期 で あ った 。 第2段 階 ・成 熟 期 （1985-2000年 ） に な る と,株 式 の 公 開 買 い付 け な ど に よ るバ

ン カ シ ュ ラ ンス 方 式 の外 延 的 な成 長 が み られ た 時 期 で,サ ー ビ ス の 統 合 化 が 進 ん だ。 第3段 階 ・分

散 期 （2000年以 降） に な る と,協 調 と提 携 に 基づ くバ ン カ シ ュ ラ ン ス に よ る顧 客 別 の サ ー ビス の 提

供 が 志 向 され る よ うに な っ た。

 この よ うな 過 程 を経 て,バ ン カ シ ュ ラ ン ス が,フ ラ ン ス で高 度 に 普 及 した 背 景 に は,（1） 金 融 市

場 の 成 熟化,（2） 競 争 の 激 化 と過 剰 設 備 の 存在,（3） 法 律 改 正,（4） 保 険商 品 ・金 融 商 品 の 収 斂 化,

（5）ヨー ロ ッパ 共 同 市 場 の 動 向,（6） 急 速 な 技 術 革 新,な ど の金 融 サ ー ビス を取 り巻 く環 境 変 化 が

あ り,こ れ らの 要 因 が 金 融 サ ー ビ スの 多様 化 を促 す こ とに な っ た 。 ま た,保 険 会 社 と銀行 に とっ て,

バ ン カ シュ ラ ン ス は,（1） 顧 客 をつ な ぎ とめ る効 果,（2） 契 約 募 集 費 の節 約 と提 携 販 売 を通 じて の

新 しい利 潤 の 源 泉 の確 保,を 期 待 で き る もの で あ っ た。 さ ら に,バ ン カ シ ュ ラ ン ス は,（1） 短 期 流

動 性 資金 の 確 保,（2） 資 金 準 備,（3） 年 金,（4） 不 動 産 売 買,（5） 危 険 へ の備 え,（6） 商 品 内容 と

価 格 の 比較,（7） 総 合 金 融 サ ー ビス （one stop shopping）,な どに 対 す る消 費 者 の 新 しい ニ ー ズ と期

待 に応 え う る もの で も あ っ た。

 バ ン カ シュ ラ ン ス の 形 態 は3種 類 に大 別 され る。 第1の 形 態 は,単 純 に保 険 契 約 を募 集 す るだ け

の も の で,銀 行 が 保 険仲 立 人 的 な役 割 を果 た す 。 こ の 形 態 で あ れ ば,サ ー ビス の 提 供 に 迅 速 に着 手

で き る が,新 商 品 の発 売 に対 して は 柔 軟 に対 応 で きな い,と い う弱 点 が あ る。 第2の 形 態 は,1社

ま た は数 社 の 保 険 会 社 と銀 行 が,共 同 出 資 して,子 会 社 を設 立 す る ジ ョイ ン ト ・ベ ン チ ャー 型 で,

ノ ウハ ウ の移 転 が 容 易 な半 面,長 期 的 に は 経 営 が 非 常 に 困 難 で あ る,と い う短 所 が あ る。 第3の 形

態 は,子 会 社 を設 立 す る高 度 関 与 型 で,固 有 の 経 営 文 化 を創 造 で き るが,多 額 の 費 用 を必 要 とす る,

と い う難 点 が あ る。

 ＼B砌6σss%π 澀oθ。 CNP（ バ リ） に お い て,2002年9月3日 に 実 施 した 聴 き取 り調 査 の 際,同 社 の

  Gilles Artaud氏 とGerard Meneroud氏 か ら提 供 され た資料CND）and Bancassurance in France。

26）Helfenstein and Barnshaw（2003）pp.14-15.（ ヘ ル フ ェン シュ タ イ ン ；バー ン シ ョウ （2003）

  14-15ペ ー ジ。
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 ちなみに郵便局 を通 じてのバンカシュランスで知 られるCNP保 険 （CNP Assurances） は,そ の

前身である国営共済金庫 （Caisse Nationale de Prevoyance：CNP） が1868年 に創設されて以来,郵

便局 と密接 な関係 にあ り,1973年 に郵便局 と最初の保険契約募集に関す る協定 を公式に締結 し,

1985年 には貯蓄銀行 とも協定 を結んで,バ ンカシュランス戦略 を積極的に展開 し,郵 便局 と提携 し

てのバ ンカシュランスでは圧倒的優i位を保持 している。

 なお,日 本でも,2001年 から,銀 行等の窓口での一部の保険についての販売が解禁になり,そ の

後,対 象保険種 目は拡大の傾向にある。 ところが,保 険業界は,必 ず しも保険の銀行窓口販売に積

極的ではない。 というのも,大 手の保険会社 は,長 年にわたって育て上げてきた独 自の営業組織 を

持ってお り,銀 行の窓口販売が本格化す ると,既 存の組織 と新 しい組織 との聞に摩擦が生 じる可能

性があるからの ようである。 これに対 して,強 力な販売チャネルを持たない外資系保険会社や新規

参入の保険会社が,銀 行 の窓口販売に積極姿勢を示 している。消費者の立場からす ると,銀 行の窓

口での保険商品の販売は利便性の向上につながる。 もともと生命保険の契約募集のあ り方について

は,義 理募集 ・無理募集,営 業職員の大量導入 ・大量脱落などの言葉に象徴 されるように,少 なか

らざる問題があることを,指 摘 され続けてきたところである。フランスのみならず,イ ギリス,ド

イツでも,銀 行の窓口での保険販売は一般化 してお り,ア メ リカで も一部で行 われている。郵便局

の窓口での 「簡易保険」の契約募集は,銀 行での保険の販売の先駆的形態といってもよく,こ の点

で も,「簡易保険」は,保 険会社に先行 している強みを持 っている。全国共済農業協同組合連合会

（JA共済）も同様の実績を誇っている。 日本の保険会社の動向 ・対応が注目され るところである。
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